
 
 

2026 年度（令和 8 年度） 事業計画書 
 
京都私学振興会は、1963 年（昭和 38 年）の設立以来、60 有余年にわたり京都府内の私

学の発展に尽力してまいりました。 
殊に、1993 年（平成 5 年）の現在地への移転以降、資金運用益を主な財源として、私学

関係団体への助成事業、顕彰・奨学金事業、教職員の福利厚生事業、教育機器の寄贈、なら

びに広報活動など、多岐にわたる事業を展開して私学振興の一翼を担ってまいりました。 
昨今、少子化のさらなる進行や社会情勢の急激な変化に伴い、教育を取り巻く環境は激変

の最中にあります。 当振興会におきましても、ポストコロナ時代における社会活動の再活

性化を見据え、会館利用の有効活用を図るとともに、私学支援事業の確実な遂行に鋭意取り

組んでいるところでございます。 
2026 年度（令和 8 年度）におきましても、私学を取り巻く厳しい状況を鑑み、これまで

の支援事業を着実に継続し、私学のさらなる発展に寄与すべく積極的に支援してまいりま

す。 
 
 

1. 資金運用 

当振興会は、数十億円規模の資金を運用し、その資産運用益を財源とした事業展開

をしています。世界情勢の変化による為替や金利の変動によっては収益額が大きく変

動することもありますが、可能な限り収益拡大と安定的な収益確保を目指しています。 

そのため、毎年度当初には「資金運用方針」を理事会で定め、資金運用委員会を開

催して透明性の高い運用体制を構築し、リスクを分散した資金運用を行っています。 

また、日々の市場状況を慎重に注視し、必要に応じて債券の売買を行い、健全な運

用益の確保と資産の保全に努めています。 

 

2. 私学振興事業 

(1) 私学教育充実助成金交付事業 (公益目的事業) 
私学関係団体に助成金を交付して、各団体が行う諸事業を資金面から支援するこ

とは、当振興会にとって最も重要な事業です。  
今年度も、各団体から提出された助成希望額について、助成金査定委員会の議を経

た後、理事会の承認を得て、下記の私学関係諸団体に助成金を交付します。 
京都府私立幼稚園連盟 
京都府私立小学校連合会 

      京都府私立中学高等学校連合会 
京都府私立中学高等学校経営者協会 
京都府私立中学高等学校保護者会連合会 
京都府専修学校各種学校協会 

    また、各団体の事業報告、決算書等を確認し助成金が適切に使われたか厳格に 
査定いたします。 

 
 



 
 

 
(2) 顕彰事業 (公益目的事業) 

教育活動やクラブ活動に研鑽努力している教職員・生徒・クラブ・私学経営者を

対象とした京都私学振興会賞の授与は、内外関係者より高い評価を頂いておりま

す。各学校から推薦された第 21 回目となる受賞候補者について、審査委員会で審

査の後、理事会の承認を得て下記の各賞を授与します。 
① 私学振興賞Ⅰ 
教育・研究・指導面において顕著な実績を残し大きい成果をあげた教職員 

② 私学振興賞Ⅱ 
特色ある教育計画を実施して、成果をあげていると認められる学校等 

③ 文化スポーツ活動賞Ⅰ 
文化芸術活動やスポーツ活動により極めて優秀な成績をあげたクラブ等 

④ 文化スポーツ活動賞Ⅱ 
文化芸術活動やスポーツ活動により極めて優秀な成績をあげた生徒等 

⑤ 特 別 賞 
永年学校経営に携わり私学の発展に顕著な功績をあげた私学経営者、 
私学関係団体役員として私学の振興発展に多大の貢献を尽くした方、 
私学教育の充実に顕著な功績をあげた個人、団体 

     ⑥小野山利雄賞 
      私学教育の充実に格段の貢献を果たした個人・団体 

⑦ 教育研究奨励金 
日々私学教育の充実に専念努力している教員又は教育研究グループ 

 
(3) 奨学金事業 (公益目的事業) 

京都私学振興会奨学金は、京都私学振興会賞と同時に創設して以来、学費支弁

者の死亡等により就学の継続が困難となった生徒に対して奨学金を給付する事業

として、これまで多数の生徒を支援してきました。 
今年度も、審査委員会の答申に基づき、向学心をもつ生徒が教育を受ける機会

を失うことのないよう奨学金を給付します。なお、国の授業料無償化政策に伴

い、今年度より教育費に対する奨学金とし、原則 50 万円の奨学金給付といたし

ます。また、寄附金による資産を奨学金の財源とします。 
 
  （4）教育機器の寄贈等(公益目的事業) 
      前々年度には AED、昨年度には熱中症予防の目安となる暑さ指数（WBGT

指数）を計測する熱中症指標計を京都府内の私学の幼稚園、小学校、中学高等

学校、専修学校各種学校、私学団体に寄贈いたしました。 
      公益目的事業である教育機器の寄贈、私学支援広報事業等については、今年

度の資金運用等の状況により実施検討を行って、がんばる私学を応援いたしま

す。 
 

 



 
 

3. 会館事業 
京都私学会館は、私学教育の充実のための事業活動の拠点として、各私学関係団体に

事務室を貸与すると共に、私学関係者の会議・研修の場として、さらには広く府内の一

般企業の会議室として、永年にわたり府内の教育文化の向上に寄与してまいりました。 
私学関係者を始め一般利用客に対して、会議室の貸与事業を積極的に展開してまい

ります。なお、当会館の会議室及び事務室には、最新式の冷暖房機器や除菌に優れた空

気清浄機が設置済であり、会議室、事務室への殺菌作業も毎年実施しています。また、

館内 Wi-Fi は高速化に対応させて WEB 会議も開催可能な環境を構築しており、上質

で快適な空間を提供しています。 
                
【私学会館の事業】 

(1) 私学関係団体に対する事務室の貸与 (公益目的事業) 
府内の私学関係団体が行う事業活動を支援するため、京都私学会館内に事業 
活動の拠点として事務室を貸与します。 
【事務室を貸与している私学関係団体】 

京都府私立幼稚園連盟 
京都府私立小学校連合会 
京都府私立中学高等学校連合会 
京都府私立中学高等学校経営者協会 
京都府私立中学高等学校保護者会連合会 
京都府私学修学支援相談センター 
京都府専修学校各種学校協会 
京都府私学退職金財団 

(2) 私学関係者に対する会議室貸与及び助成 (公益目的事業) 
私学関係団体や私学関係者が行う会議・研修・講演等のため会議室・共同研修 
室を貸与し、｢私学会館運営管理規程｣に基づき会議室利用料の全額又は半額 
助成を行います。 

(3) 一般企業等に対する会議室の貸与 (収益事業) 
京都私学会館は、私学関係団体や学校等の公益目的利用を主としますが、広く 
一般企業・団体・個人の行う会議等の用にも供しています。 

 
 
4. 教職員福利厚生事業 (共益事業) 

教職員の福利厚生の充実は、私学教育の充実のため極めて重要な事業です。 
当振興会は｢京都私学互助会｣を組織し、私学の教職員及びその家族の医療・慶弔・退会

一時金・厚生文化・貸付等の諸事業を行っています。 
今年度も、各事業の充実を図って私学教職員の福利厚生の増進に努めます。 

 
 
 
 



 
 

【京都私学互助会の事業】 
(1) 給付事業 
医療関係給付金 
会員または被扶養者が疾病・負傷の際、見舞金を給付します。 
給付の種類‥‥療養補助費、家族療養費、入院見舞金、障害見舞金 

なお、今年度より療養補助費、家族療養費の給付額について、 
申請 1 件に付き最高 1,800 円から 2,000 円に改正します。 

 
慶弔関係給付金 
会員または被扶養者の結婚・出産・育児・死亡・災害等に際して慶弔金を給付

します。 
給付の種類‥‥結婚祝金・出産祝金・育児手当金・介護手当金・弔慰金・ 

災害見舞金 
なお、今年度より育児手当金の給付額について、 
年間 6,000 円を 12,000 円に改正します。 
 

退会一時金 
退職等により互助会の会員資格を喪失した者に規約により退会一時金を給

付します。 
 

(2) 貸付事業 
一般貸付金‥‥不時の出費を援助するため貸付を行います。 
入学資金貸付‥子女の入学金の援助を行うため入学資金の貸付を行います。 
 

 (3) 厚生文化事業 
映画、演劇、レジャー施設等の入場券の割引斡旋等を行います。 

 
５.今後の振興会の運営方針策定について 
    昨年 10 月開催の理事会にて報告したとおり、今後の当振興会の 4 つの運営方針に

ついて策定、実施を進めます。 
方針１：ガバナンス体制の強化・・・公益法人制度の改正を契機に定款や会計規程、 

個人情報保護を含む諸規程の見直し 
 

方針２：安定的財政基盤の確立・・・当振興会の収入が金融市場の動向に影響される 
資金運用に頼っていることから、予算計画、収支 
バランス、収支相償対策などの検討 
 

方針３：公益事業の推進・・・・・・安定した公益事業の推進について検討 
 
方針４：将来を見据えた「京都私学会館」の維持について・・・ 

長期的視点での会館更新計画の策定 



 
 

６.公益法人制度の改正への対応 

    令和７年４月１日より、公益法人制度が改正されており、新会計基準や監督官

庁である京都府への報告・申請内容など新制度への移行を順次行っていきます。 

（一部、経過措置あり） 

 

 

  ７.消防訓練の実施 

       地震では津波、建物倒壊、火災、土砂崩れ、液状化現象など大きな被害が発生

します。今後 30 年以内に発生する確率が 80%程度とも言われている南海トラフ

地震では、甚大な被害が想定されており、火災だけでなく巨大地震への対応が必

要です。私学会館は新耐震基準にて建設されていますが 30 年以上経過している

ため、日頃から防災への意識を持ち、避難訓練や地震後の対策をとることが大切

です。 

昨年度に続き訓練を実施し、災害に対する意識の向上を図ります。また、夏季

の熱中症対策も不可欠となっており総合的な対策を講じていきます。 

 

 

 

８.その他の事業 

  私学会館、振興会事務局の管理運営に係る次の項目を、検討の上実施していきたい。 

(1) 令和 9 年末の蛍光灯生産終了に伴う館内 LED 灯への更新、電気ｷｭｰﾋﾞｸﾙ修繕 

(2) 館内カーペット取替、屋上防水処理 

  （3）火災保険・サイバー攻撃保険契約の見直し、役員賠償責任保険の契約更新 

  (4) 事務機器の更新 

 

以上 


